
号

外

二�
平

成
二
十
八
年

四

月
二
十
八
日

目

次

公

示

○
岐
阜
県
庁
舎(

行
政
棟
・
議
会
棟
等)
建
設
工
事
の
設
計
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
に
関
す
る
実
施
公
告

(

管

財

課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

〇
岐
阜
県
庁
舎(

行
政
棟
・
議
会
棟
等)

建
設
工
事
の
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
す
る
実
施
公
告

岐
阜
県
庁
舎(

行
政
棟
・
議
会
棟
等)

建
設
工
事
の
設
計
に
関
す
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施

す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
業
務
概
要

�
業
務
名
岐
阜
県
庁
舎
(行
政
棟
・
議
会
棟
等
)
建
設
工
事
の
基
本
設
計
及
び
実
施
設
計

�
業
務
内
容
行
政
棟
・
議
会
棟
建
設
工
事
の
基
本
設
計
及
び
実
施
設
計
業
務
一
式

県
民
サ
ー
ビ
ス
棟
建
設
工
事
の
基
本
設
計
業
務
一
式
等

�
履
行
期
限
基
本
設
計
平
成
29年
９
月
末
(予
定
)
ま
で

実
施
設
計
平
成
30年
９
月
末
(予
定
)
ま
で

�
設
計
委
託
金
額
590,944,680円

(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
｡)
以
下
を
想
定

２
参
加
者
の
資
格
要
件

岐
阜
県
庁
舎
(行
政
棟
・
議
会
棟
等
)
建
設
工
事
の
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
(以
下
｢設
計
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
｣
と
い
う
｡)
に
参
加
す
る
者
(以
下
｢参
加
者
｣
と
い
う
｡)
は
､
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

に
該
当
す
る
設
計
共
同
体
(以
下
｢設
計
Ｊ
Ｖ
｣
と
い
う
｡)
と
す
る
｡

�
設
計
Ｊ
Ｖ
に
関
す
る
要
件

ア
構
成
員
数
は
､
２
者
又
は
３
者
と
す
る
こ
と
｡

イ
各
構
成
員
は
､
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
す
る
他
の
参
加
者
を
兼
ね
て
い
な
い
こ
と
｡

ウ
代
表
構
成
員
を
除
く
構
成
員
の
出
資
比
率
の
合
計
は
､
20％
以
上
と
す
る
こ
と
｡

�
全
て
の
構
成
員
に
関
す
る
要
件
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日



ア
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
４
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
｡

イ
岐
阜
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
(
｢建
築
設
計
｣
に
限
る
｡)
に
登
載
さ
れ
て
い

る
者
で
あ
る
こ
と
｡

ウ
会
社
更
生
法
(平
成
14年

法
律
第
154号

)
第
17条

第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
(同
法
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
｡)
を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
同
法
第
199条

第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
又
は
第
200条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画
認
可
(同
法
附
則
第
２
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
｡)
の
決
定
を
､

民
事
再
生
法
(平
成
11年

法
律
第
225号

)
第
21条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
再
生

手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
同
法
第
174条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
計
画

認
可
の
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
｡

エ
建
築
士
法
(昭
和
25年

法
律
第
202号

)
第
23条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
級
建
築
士
事
務

所
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
｡

オ
岐
阜
県
か
ら
､
岐
阜
県
建
設
工
事
請
負
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
停
止
等
措
置
要
領
に
基

づ
く
入
札
参
加
資
格
停
止
措
置
を
､
参
加
表
明
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
契
約
締
結
の
日
ま
で

の
間
に
受
け
て
い
な
い
こ
と
｡

カ
岐
阜
県
か
ら
､
岐
阜
県
が
行
う
契
約
か
ら
の
暴
力
団
排
除
に
関
す
る
措
置
要
綱
に
基
づ
く
入

札
参
加
資
格
停
止
措
置
を
､
参
加
表
明
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
契
約
締
結
の
日
ま
で
の
間
に

受
け
て
い
な
い
こ
と
｡
又
は
､
同
要
綱
別
表
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
｡

キ
平
成
28年
９
月
末
時
点
で
本
設
計
業
務
の
実
施
が
可
能
な
体
制
で
あ
る
こ
と
及
び
書
類
提
出

時
の
配
置
予
定
技
術
者
が
本
設
計
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
｡
な
お
､
再
委
託
に
つ
い
て
は
､
構

造
､
設
備
及
び
積
算
に
限
り
認
め
る
｡

ク
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
間
に
次
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

関
係
が
な
い
こ
と
｡
な
お
､
関
係
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
､
辞
退
す
る
者
を
決
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
当
事
者
間
で
連
絡
を
取
る
こ
と
は
､
談
合
等
不
正
な
行
為
と
は
解
さ
な
い
｡

�
資
本
関
係

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
｡
た
だ
し
､
子
会
社
又
は
子
会
社
の
一
方
が
民
事
再
生

法
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
会
社
更
生
法
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始

の
決
定
を
受
け
た
会
社
で
あ
る
場
合
を
除
く
｡

��
親
会
社
と
子
会
社
の
関
係
に
あ
る
場
合

��
親
会
社
を
同
じ
く
す
る
子
会
社
同
士
の
関
係
に
あ
る
場
合

�
人
的
関
係

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
｡
た
だ
し
､��
に
つ
い
て
は
､
会
社
の
一
方
が
更
生
会

社
又
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
が
終
了
し
て
い
な
い
会
社
で
あ
る
場
合
を
除

く
｡

��
一
方
の
会
社
等
の
役
員
が
､
他
方
の
会
社
等
の
役
員
を
現
に
兼
ね
て
い
る
場
合

��
一
方
の
会
社
等
の
役
員
が
､
他
方
の
会
社
等
の
管
財
人
を
現
に
兼
ね
て
い
る
場
合

�
そ
の
他
入
札
の
適
正
さ
が
阻
害
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

�
及
び�
と
同
視
し
得
る
資
本
関
係
又
は
人
的
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ケ
岐
阜
県
庁
舎
建
設
に
係
る
オ
フ
ィ
ス
環
境
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
等
業
務
委
託
の
受
託
者
で
あ
る

株
式
会
社
岡
村
製
作
所
(再
委
託
等
に
よ
り
当
該
業
務
の
一
部
を
実
施
し
た
者
を
含
む
｡)
又

は
こ
れ
と
資
本
関
係
若
し
く
は
人
事
面
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
関
係
が
な
い
こ

と
｡��

当
該
受
託
者
の
発
行
済
株
式
総
数
の
100分

の
50を

超
え
る
株
式
を
有
し
､
又
は
そ
の

出
資
の
総
額
の
100分

の
50を
超
え
る
出
資
を
し
て
い
る
者

��
代
表
権
を
有
す
る
役
員
が
､
当
該
受
託
者
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
を
兼
ね
て
い
る
者

�
代
表
構
成
員
に
関
す
る
要
件

ア
平
成
13年
４
月
か
ら
参
加
表
明
書
の
提
出
期
限
の
日
ま
で
の
間
に
､
延
床
面
積
(増
築
の
場

合
に
あ
っ
て
は
､
増
築
面
積
)
が
31,000㎡

以
上
の
庁
舎
又
は
事
務
所
(建
築
基
準
法
(昭
和

25年
法
律
第
201号

)
第
６
条
第
１
項
又
は
同
法
第
18条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の

交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
｡)
の
新
築
若
し
く
は
増
築
の
設
計
の
実
績
が
あ
る
こ
と
｡
た
だ

し
､
建
築
物
の
用
途
が
複
合
用
途
の
場
合
は
､
庁
舎
又
は
事
務
所
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
こ

れ
に
付
随
す
る
共
用
部
分
の
床
面
積
の
合
計
を
延
床
面
積
と
す
る
｡

イ
設
計
Ｊ
Ｖ
に
お
け
る
出
資
比
率
は
､
構
成
員
の
う
ち
最
大
で
あ
る
こ
と
｡

３
評
価

�
評
価
会
議
の
組
織

ア
最
適
候
補
者
及
び
次
点
者
(以
下
｢最
適
候
補
者
等
｣
と
い
う
｡)
の
選
定
に
係
る
評
価
は
､

建
築
そ
の
他
の
専
門
分
野
の
有
識
者
と
岐
阜
県
に
精
通
し
た
有
識
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
評

価
会
議
に
よ
り
実
施
す
る
｡

イ
評
価
会
議
は
､
非
公
開
で
行
う
｡

ウ
評
価
会
議
構
成
員
の
氏
名
は
､
評
価
結
果
の
発
表
時
に
公
表
す
る
｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年４月28日 ( )２



�
評
価
及
び
選
定
方
法

ア
評
価
は
､
評
価
会
議
が
２
段
階
で
実
施
す
る
｡
第
１
次
評
価
は
､
参
加
表
明
書
及
び
技
術
提

案
書
(以
下
｢提
出
書
類
等
｣
と
い
う
｡)
に
つ
い
て
書
類
に
よ
る
採
点
評
価
を
実
施
す
る
｡

第
２
次
評
価
は
､
参
加
表
明
書
及
び
見
積
書
に
つ
い
て
は
書
類
に
よ
る
採
点
評
価
､
見
積
書
を

除
く
技
術
提
案
書
に
つ
い
て
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
採
点
評
価
を
実
施
す
る
｡

イ
県
は
､
評
価
会
議
の
第
１
次
評
価
の
評
価
点
を
基
に
､
５
者
程
度
の
第
２
次
評
価
参
加
者
を

選
定
す
る
｡

ウ
県
は
､
評
価
会
議
の
第
２
次
評
価
の
評
価
点
を
基
に
､
最
適
候
補
者
等
を
選
定
す
る
｡
た
だ

し
､
評
価
結
果
が
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
者
を
除
く
｡

エ
最
高
点
の
者
が
複
数
あ
る
場
合
は
､
再
評
価
を
実
施
す
る
｡
再
評
価
の
最
高
点
の
者
が
複
数

あ
る
場
合
は
､
く
じ
引
き
に
よ
り
決
す
る
も
の
と
す
る
｡

オ
参
加
者
が
１
者
の
み
の
場
合
は
､
評
価
結
果
が
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
判
断
す
る
｡

評
価
結
果
が
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
は
､
当
該
参
加
者
を
最
適
候
補

者
と
し
､
満
た
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
､
再
度
公
募
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
｡

４
評
価
結
果
の
発
表

�
第
１
次
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
､
参
加
者
全
員
に
通
知
す
る
｡

�
第
２
次
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
､
第
２
次
評
価
参
加
者
全
員
に
通
知
す
る
｡

５
契
約
の
締
結
交
渉

評
価
会
議
で
の
評
価
の
結
果
を
受
け
て
県
が
選
定
し
た
最
適
候
補
者
と
契
約
の
交
渉
を
行
う
も
の

と
す
る
｡

な
お
､
最
適
候
補
者
と
の
交
渉
が
成
立
し
な
い
場
合
は
､
次
点
者
と
契
約
の
交
渉
を
行
う
も
の
と

す
る
｡

６
手
続
等

�
担
当
部
局

〒
500―

8570
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
総
務
部
管
財
課
県
庁
舎
建
設
室

電
話
058―

272―
1148

(直
通
)

�
募
集
要
領
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所

ア
配
布
期
間
平
成
28年
４
月
28日

(木
)
か
ら
平
成
28年
５
月
27日

(金
)
ま
で

イ
配
布
場
所
次
に
示
す
岐
阜
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
｡

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/kensei/nyusatsu/proposal/ �

参
加
表
明
書
の
提
出
期
間
､
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
間
平
成
28年
５
月
20日

(金
)
か
ら
平
成
28年
５
月
27日

(金
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

イ
提
出
場
所
６
の�
に
同
じ
｡

ウ
提
出
方
法
持
参
又
は
郵
送
(書
留
郵
便
に
限
る
｡)

�
技
術
提
案
書
の
提
出
期
間
､
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
間
平
成
28年
６
月
28日

(火
)
か
ら
平
成
28年
７
月
８
日
(金
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

イ
提
出
場
所
６
の�
に
同
じ
｡

ウ
提
出
方
法
持
参
又
は
郵
送
(書
留
郵
便
に
限
る
｡)

�
ヒ
ア
リ
ン
グ

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
日
時
､
場
所
､
留
意
事
項
等
は
､
第
２
次
評
価
参
加
者
に
後
日
配
付
す
る
｢ヒ

ア
リ
ン
グ
参
加
要
請
書
｣
に
よ
り
通
知
す
る
｡

７
そ
の
他

�
提
出
書
類
等
の
作
成
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
､
通
貨
及
び
単
位
は
､
日
本
語
､
日
本
国
通
貨
､

日
本
の
標
準
時
及
び
計
量
法
(平
成
４
年
法
律
第
５
１
号
)
に
定
め
る
単
位
に
限
る
｡

�
契
約
後
に
､
岐
阜
県
が
行
う
契
約
か
ら
の
暴
力
団
排
除
に
関
す
る
措
置
要
綱
に
基
づ
く
入
札
参

加
資
格
停
止
措
置
を
受
け
た
場
合
は
､
原
則
契
約
を
解
除
す
る
｡

�
詳
細
は
､
募
集
要
領
､
参
加
表
明
書
作
成
要
領
､
技
術
提
案
書
作
成
要
領
等
に
よ
る
｡

８
Sum
m
ary

�
Subject

m
atter

of
the
contract:

D
esign

developm
ent
and

construction
docum

entation
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G
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ent
(adm

inistration
offices,

Prefectural
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relevant

offices)
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.
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�
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8
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2016
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Property
D
ivision

D
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G
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G
ifu
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G
overnm

ent
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